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22
年
度
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民
健
康
保
険
税

問
い
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わ
せ
先

税
務
課　
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０
６

体
育
指
導
委
員
協
議
会

総
会
を
終
え
て

菊
池
郡
市

母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
紹
介

「
カ
ロ
ー
リ
ン
グ
」

体
指
の
ひ
と
り
言
①

　

４
月
28
日
（
水
）
、
栄
屋
旅
館
で

菊
池
市
体
育
指
導
委
員
協
議
会
の
総

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
教
育
の
ビ
デ
オ
を
見
て
、

「
人
間
は
尊
敬
す
べ
き
も
の
だ
」
と

い
う
、
西
光
万
吉
さ
ん
の
言
葉
が
心

に
残
り
ま
し
た
。

　

総
会
で
は
、
平
成
21
年
度
の
事
業

報
告
お
よ
び
決
算
報
告
、
続
い
て
平

成
22
年
度
の
事
業
計
画
お
よ
び
予
算

に
つ
い
て
の
審
議
が
あ
り
、
全
員
一

致
で
採
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
事
業
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
「
市
民
ふ
れ
あ
い
レ
ガ
ッ
タ
大

会
」
の
運
営
に
体
育
指
導
委
員
も
加

わ
っ
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
建
設
的
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
菊
池
市
で
開
催
さ
れ
る

第
一
ブ
ロ
ッ
ク
女
性
体
育
指
導
委
員

研
修
会
の
運
営
方
法
な
ど
に
つ
い
て

も
、
貴
重
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
、
少

子
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ

の
役
割
は
大
き
い
も
の
で
、
改
め
て

体
育
指
導
委
員
と
し
て
の
役
割
を
再

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

国
民
健
康
保
険
税(

国
保
税)

は
、
皆

さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
保
険
証

を
使
っ
て
病
院
に
か
か
る
と
き
に
必

要
な
医
療
費
の
大
切
な
財
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

国
保
税
は
、
国
保
加
入
者
に
つ
き

算
定
し
た
医
療
給
付
費
分
の
保
険
税

（
以
下
「
医
療
分
」
）
と
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
の
保
険
税
（
以
下
「
支

援
金
分
」
）
、
そ
し
て
国
保
加
入
者

の
う
ち
40
歳
か
ら
64
歳
の
人
（
以
下

「
第
２
号
被
保
険
者
」
）
に
つ
き
算

定
し
た
介
護
納
付
金
分
の
保
険
税

（
以
下
「
介
護
分
」
）
の
合
算
額
と

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
保
加
入
者
一
人
ひ
と
り

が
納
税
義
務
者
に
な
る
の
で
は
な
く
、

加
入
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
が

納
税
義
務
者
に
な
り
、
世
帯
主
が
国

保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯

主
の
名
前
で
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、

納
税
通
知
書
は
世
帯
主
宛
て
に
送
付

さ
れ
ま
す
。

　

限
度
額
と
は
、
国
民
健
康
保
険
税

の
医
療
分
、
支
援
金
分
、
介
護
分
の

そ
れ
ぞ
れ
の
年
間
最
高
額
の
こ
と
を

言
い
ま
す
。

　

所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

医
療
分
、
支
援
金
分
と
介
護
分
の
均

等
割
、
平
等
割
に
つ
い
て
の
み
、
７

割
・
５
割
・
２
割
の
軽
減
措
置
が
あ

り
ま
す
。

た
だ
し
、
所
得
申
告
が
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
軽
減
の
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
の
で
必
ず
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

７
割
軽
減　

世
帯
全
員
の
所
得
が
、

３
３
０
、
０
０
０
円
以
下
の
世
帯

５
割
軽
減　

世
帯
全
員
の
所
得
が
、

３
３
０
、
０
０
０
円
＋
（
国
保
加
入

者
数
ー
１
人
）
×
２
４
５
、
０
０
０

円
以
下
の
世
帯

２
割
軽
減　

世
帯
全
員
の
所
得
が
、

３
３
０
、
０
０
０
円
＋
（
国
保
加
入

者
数
×
３
５
０
、
０
０
０
円
）
以
下

の
世
帯

　

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
、

非
自
発
的
な
理
由
に
よ
っ
て
離
職
さ

れ
た
人
の
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減

す
る
制
度
が
、
４
月
か
ら
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

対
象
者

・ 

平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職

さ
れ
た
人

・ 

雇
用
保
険
の
「
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職

者
）
」
、
ま
た
は
「
特
定
理
由
離

職
者
（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離

職
者
）
」

・ 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
交
付
し
た
「
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
（
離
職

コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、

31
、
32
、
33
、
34
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
こ
と
）
を
お
持
ち

の
人

・
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の
人

※ 

「
雇
用
保
険
特
例
受
給
資
格
者

証
」
や
「
雇
用
保
険
高
年
齢
受
給

資
格
者
証
」
を
お
持
ち
の
人
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

軽
減
内
容

　

非
自
発
的
失
業
者
本
人
の
前
年
の

給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
し
て

国
民
健
康
保
険
税
を
算
定
し
ま
す
。

※ 

前
年
中
の
所
得
が
確
定
し
て
い
な

い
場
合
は
軽
減
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

申
告
が
お
済
み
で
な
い
人
は
、
税

務
署
へ
の
確
定
申
告
書
の
提
出
、
ま

た
は
市
へ
の
市
県
民
税
申
告
書
の
提

出
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

軽
減
期
間 

 

離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
、

そ
の
月
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
末

ま
で
の
期
間
で
す
。

（
例
：
平
成
22
年
３
月
31
日
に
離
職

さ
れ
た
場
合
は
、
平
成
24
年
３
月
31

日
ま
で
）

※ 

会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
な

ど
、
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る

と
終
了
し
ま
す
。

※ 

平
成
21
年
３
月
31
日
か
ら
平
成
22

年
３
月
30
日
ま
で
に
離
職
さ
れ
た

人
は
、
平
成
22
年
度
の
み
国
民
健

康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

（
平
成
22
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険

税
か
ら
適
用
と
な
る
た
め
、
平
成
21

年
度
分
は
適
用
外
と
な
り
ま
す
）

　

普
通
徴
収
の
人
は
、
年
間
の
税
額

を
８
期
に
分
け
て
支
払
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

７
月
に
１
年
間
分
の
納
付
書
を
ま

と
め
て
送
付
し
ま
す
。
納
期
ご
と
に

お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
特
別
徴
収
（
年
金
天
引

き
）
の
人
（
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の

み
の
世
帯
で
一
定
の
条
件
を
満
た
す

人
）は
、年
金
か
ら
天
引
き
と
な
り
ま

す
が
、
申
し
出
に
よ
り
普
通
徴
収
（
口

座
振
替
）
へ
の
変
更
も
で
き
ま
す
。

　

平
成
22
年
度
よ
り
、
課
税
限
度
額

が
表
１
の
よ
う
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

５
月
16
日
（
日
）
に
、
菊
池
郡
市
母

子
寡
婦
福
祉
連
合
会
の
総
会
が
行
わ

れ
、
総
勢
１
１
０
人
が
参
加
し
ま
し

た
。

　

熱
心
な
審
議
が
行
わ
れ
る
間
、
子

ど
も
た
ち
の
相
手
を
体
指
が
し
ま
し

た
。
紙
飛
行
機
や
牛
乳
パ
ッ
ク
を
利

用
し
た
ス
ト
ロ
ー
ト
ン
ボ
、
ブ
ー
メ

ラ
ン
な
ど
を
作
っ
て
飛
ば
し
、
思
い

の
ほ
か
大
盛
況
で
し
た
。

　

総
会
後
は
、
親
子
で
の
「
ミ
ニ
運

動
会
」
で
し
た
。
参
加
者
全
員
が
４

チ
ー
ム
に
分
か
れ
、
一
升
ビ
ン
水
入

れ
競
争
で
汗
を
流
し
ま
し
た
。
大
人

も
子
ど
も
も
必
死
で
、
声
援
も
高
々

に
体
育
セ
ン
タ
ー
内
に
響
い
て
い
ま

し
た
。
お
手
伝
い
を
し
た
体
指
全
員

に
っ
こ
り
顔
で
し
た
。
時
間
の
関
係

で
、
予
定
さ
れ
て
い
た
他
の
ニ
ュ
ー

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
参
加
さ
れ
た
人
々
の
顔
に
は

満
足
感
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
参
加
し

た
人
か
ら
は
、
「
楽
し
か
っ
た
。
来

て
良
か
っ
た
。
ま
た
次
が
楽
し
み
で

す
！
い
ろ
い
ろ
教
え
て
く
れ
た
り
遊

ん
で
く
れ
た
り
し
た
お
じ
ち
ゃ
ん
、

お
ば
ち
ゃ
ん
、
お
兄
ち
ゃ
ん
、
お
姉

ち
ゃ
ん
、
あ
り
が
と
う
」
と
感
想
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

「
カ
ロ
ー
リ
ン
グ
」
は
、
氷
上
の

ス
ポ
ー
ツ
「
カ
ー
リ
ン
グ
」
か
ら
ヒ

ン
ト
を
得
て
誕
生
し
た
、
三
世
代
で

で
き
る
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

場　

所　

体
育
館
、
講
堂
な
ど
の
床

フ
ロ
ア
コ
ー
ト　

平
ら
な
面
（
基
本

寸
法
３･

２
ｍ
×
14
ｍ
）

用　

具

・ 

ジ
ェ
ッ
ト
ロ
ー
ラ　

１
チ
ー
ム
６

個
（
橙
・
青
・
緑
・
黄
・
黒
・
赤
）

・
ポ
イ
ン
ト
ゾ
ー
ン
（
的
）

人　

数　

１
チ
ー
ム
３
人

競
技
方
法

・ 

先
攻
、
後
攻
は
主
将
が
ジ
ャ
ン
ケ

ン
で
決
め
る
。

・ 

各
チ
ー
ム
交
互
に
一
投
ず
つ
投
球

す
る
。

　

 

フ
ァ
ー
ス
ト
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
橙
・

青
）
、
副
主
将
（
緑
・
黄
）
、
主

将
（
黒
・
赤
）

・
中
心
に
近
い
チ
ー
ム
が
勝
ち
。

・ 

次
の
イ
ニ
ン
グ
か
ら
は
勝
ち
チ
ー

ム
の
先
攻
。

・
通
常
６
イ
ニ
ン
グ
制
。

得　

点　

ポ
イ
ン
ト
ゾ
ー
ン
上
に
停

止
し
て
い
る
か
、
接
触
し
て
い
る
場

合
に
限
り
、
規
定
得
点
が
得
ら
れ

る
。
（
赤
３
点
、
黄
２
点
、
青
１

点
）
負
け
チ
ー
ム
は
０
点
。

　

「
今
日
は
楽
し
か
っ
た
ば
い
」

「
よ
か
運
動
に
な
っ
た
」
こ
う
言
っ

て
も
ら
え
る
と
、
本
当
に
体
指
に
な
っ

て
良
か
っ
た
と
思
う
。
軽
ス
ポ
ー
ツ
、

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
健
康
づ

く
り
の
お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
が
私

た
ち
の
使
命
。
少
し
で
も
こ
の
活
動

が
市
民
の
皆
さ
ん
に
伝
わ
れ
ば
う
れ

し
い
。
そ
し
て
、
た
く
さ
ん
の
人
に

軽
ス
ポ
ー
ツ
や
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の

楽
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
参
加
し
て

も
ら
い
、
た
く
さ
ん
の
笑
顔
に
出
会

う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
楽
し
み
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※ 

新
企
画
で
す
。
体
指
が
毎
回
一
人
ず

つ
、
今
の
自
分
の
思
い
や
活
動
の
感

想
な
ど
を
書
い
て
い
き
ま
す
。
お
楽

し
み
に
！

（
Ｓ
・
Ｋ
）

総会

会長と子どもたち（ストロートンボ）

カローリングの用具

水入れ競争

課
税
限
度
額
が

変
更
に
な
り
ま
し
た

非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

軽
減
適
用

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
限

（表１）税額＝医療分＋支援金分＋介護分（40歳～64歳までの人のみ）

区分 医療分 支援金分 介護分

所得割（前年中の所得に応じて） 8.0% 2.5% 2.0%

均等割
（加入者一人あたり） 28,000円 7,800円 10,000円

平等割（一世帯あたり） 25,000円 7,500円 7,000円

課税限度額（改正前） 470,000円 120,000円 100,000円

課税限度額（改正後） 500,000円 130,000円 100,000円

普通徴収の人の納期
納期限

第１期 ８月 ２日（月） 第５期 11月30日（火）
第２期 ８月31日（火） 第６期 12月27日（月）
第３期 ９月30日（木） 第７期 平成23年１月31日（月）
第４期 11月 １日（月） 第８期 ２月28日（月）

特別徴収の人の納期
徴収月

仮徴収
４月

本徴収
10月

６月 12月
８月 平成23年２月

142010 July広報きくち15 2010 July広報きくち


